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(57)【要約】
【課題】複雑な電磁環境であっても、二つの電子装置間
での通信におけるノイズの影響を軽減することができる
ケーブルの配置構造、及びこの配置構造を有する移動体
電子システムを提供すること。
【解決手段】車両に搭載され、ＥＣＵ１０とセンサ２０
とを電気的に接続するケーブルの配置構造であって、こ
のケーブルとして、少なくとも一方の前記電子装置から
他方の前記電子装置に対する同一の信号が送信される本
線３０と補助線４０を含み、同一の信号が送信される本
線３０と補助線４０は、車両におけるグランド電位部５
１との距離が互いに異なる位置に配置される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体に搭載され、二つの電子装置を電気的に接続するケーブルの配置構造であって、
　前記ケーブルとして、少なくとも一方の前記電子装置から他方の前記電子装置に対する
同一の信号が送信される複数本のケーブルを含み、
　同一の信号が送信される複数の前記ケーブルは、前記移動体におけるグランド電位部と
の距離が互いに異なる位置に配置されることを特徴とするケーブルの配置構造。
【請求項２】
　同一の信号が送信され、前記グランド電位部との距離が互いに異なる位置に配置された
複数の前記ケーブルは、互いに異なる長さを有することを特徴とする請求項１に記載のケ
ーブルの配置構造。
【請求項３】
　移動体に搭載される二つの電子装置と、
　二つの前記電子装置を電気的に接続するケーブルと、を備え、
　前記ケーブルとして、少なくとも一方の前記電子装置から他方の前記電子装置に対する
同一の信号が送信される複数本のケーブルを含み、
　同一の信号が送信される複数の前記ケーブルは、前記移動体におけるグランド電位部と
の距離が互いに異なる位置に配置されるものであり、
　二つの前記電子装置のうち前記ケーブルを介して信号を受信する電子装置は、
　各ケーブルを介して受信した複数の信号におけるノイズ量を算出するノイズ量算出手段
と、
　前記ノイズ量に基づいて、各ケーブルを介して受信した複数の信号から、受信信号とし
て採用する一つの信号を選択する選択手段と、
を備えることを特徴とする移動体電子システム。
【請求項４】
　前記選択手段は、前記ノイズ量と閾値とを比較して、閾値より小さいと判定した信号を
選択することを特徴とする請求項３に記載の移動体電子システム。
【請求項５】
　前記ノイズ量算出手段は、最初に受信した信号のノイズ量を算出し、前記選択手段にて
最初に受信した信号の当該ノイズ量が閾値を超えていると判定された場合に、次に受信し
た信号のノイズ量を算出することを特徴とする請求項４に記載の移動体電子システム。
【請求項６】
　前記選択手段は、各ケーブルを介して受信した複数の信号の前記ノイズ量が全て閾値を
超えていた場合は、受信した複数の信号の前記ノイズ量を比較して、当該ノイズ量が最も
小さい信号を選択することを特徴とする請求項４又は５に記載の移動体電子システム。
【請求項７】
　前記選択手段は、各ケーブルを介して受信した複数の信号の前記ノイズ量を比較して、
当該ノイズ量が最も小さい信号を選択することを特徴とする請求項３に記載の移動体電子
システム。
【請求項８】
　同一の信号が送信され、前記グランド電位部との距離が互いに異なる位置に配置された
複数の前記ケーブルは、互いに異なる長さを有することを特徴とする請求項３乃至７のい
ずれか一項に記載の移動体電子システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体に搭載され、二つの電子装置を電気的に接続するケーブルの配置構造
、及びこの配置構造を有する移動体電子システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、特許文献１に開示された電子制御装置があった。この電子制御装置は、アナログ
信号入力回路部を備える。そして、アナログ信号入力回路部は、電子制御装置の外部に設
けられたアナログセンサと、電源線および信号線を介して電気的に接続されている。
【０００３】
　また、アナログ信号入力回路部は、電流制限回路部と、積分回路部と、限流抵抗と、信
号ノイズ吸収回路と、第１のバイパスコンデンサとを有している。そして、第１のバイパ
スコンデンサの静電容量Ｃ１と寄生インダクタンスＬ１とは、７×１０６＜１/［２π√
（Ｌ１×Ｃ１）］＜３５×１０６の範囲に設定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１４０３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されている電子制御装置によれば、近接使用される携帯無線機器の強
力な送信電波によってケーブル（電源線あるいは信号線）に誘起される周波数帯域（７Ｍ
Ｈｚ～３５ＭＨｚ）のノイズを、バイパスコンデンサを経由してグランドラインに逃がす
ことができる。また、ケーブルに発生するその他のノイズは、アナログ信号入力回路部に
おける信号ノイズ吸収回路と積分回路部を介して除去することができる。よって、耐ノイ
ズ性に優れた電子制御装置を得ることができる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された電子制御装置においては、ケーブルに重畳した
ノイズを除去するためにバイパスコンデンサ、信号ノイズ吸収回路、積分回路部などの回
路を設ける必要がある。
【０００７】
　また、このバイパスコンデンサによって対策できるノイズの周波数は、バイパスコンデ
ンサの特性により決定される。従って、対策したいノイズの周波数が既知の場合は、バイ
パスコンデンサの特性を調整することでノイズ対策が可能となる。
【０００８】
　ところが、複雑な電磁環境化においては、対策したいノイズの周波数が広範囲となるば
かりか、突発的なノイズ（周波数が既知でないノイズ）が発生することもありうる。よっ
て、複雑な電磁環境化では、対策したいノイズ（周波数）の分だけバイパスコンデンサを
増加しなければならず、コストがかかる。さらに、バイパスコンデンサを増加したとして
も、突発的なノイズ（周波数が既知でないノイズ）に対しては効果が期待できない場合も
ある。
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、複雑な電磁環境であっても、二つの
電子装置間での通信におけるノイズの影響を軽減することができるケーブルの配置構造、
及びこの配置構造を有する移動体電子システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　移動体は、自身が移動することによって電磁環境が変化するため、電磁環境が複雑にな
りやすい。つまり、移動体に搭載された電子装置の搭載環境に関しても、電磁環境が複雑
になりやすい。よって、移動体に搭載された電子装置間で通信される信号には、周波数が
特定しにくい（すなわち、既知でない周波数の）ノイズが重畳しやすくなる。
【００１１】
　そこで、上記目的を達成するために請求項１に記載のケーブルの配置構造は、移動体に
搭載され、二つの電子装置を電気的に接続するケーブルとして、少なくとも一方の電子装
置から他方の電子装置に対する同一の信号が送信される複数本のケーブルを含むものであ
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る。そして、この同一の信号が送信される複数のケーブルをグランド電位部との距離が互
いに異なる位置に配置することで、各ケーブルのインピーダンスを異ならせることができ
る。よって、各ケーブルに流れている信号に対して、同じ周波数のノイズが同時に重畳す
る確率を低下させることができる。
【００１２】
　つまり、複数のケーブルのいずれかに流れている信号にノイズが重畳したとしても、こ
のノイズと同じ周波数のノイズが他のケーブルに流れている信号に重畳することを抑制す
ることができる。換言すると、二つの電子装置間において、ノイズが重畳していない少な
くとも一つの信号を通信しやすくなる。従って、請求項１に係るケーブルの配置構造にお
いては、複雑な電磁環境であっても、二つの電子装置間の通信におけるノイズの影響を軽
減することができる。
【００１３】
　また、ケーブルに流れる信号に重畳するノイズの周波数は、ケーブルの周波数特性に大
きく影響される。また、このケーブルの周波数特性は、ケーブルの長さによって変化する
ものである。
【００１４】
　そこで、請求項２に示すように、同一の信号が送信され、グランド電位部との距離が互
いに異なる位置に配置された複数のケーブルは、互いに異なる長さを有するようにするこ
とによって、互いの周波数特性が異ならせることができる。つまり、ケーブル毎に重畳し
やすいノイズ（周波数）が異なる。従って、二つの電子装置間においてノイズの影響をよ
り一層軽減することができる。
【００１５】
　また、上記目的を達成するために請求項３に記載の移動体電子システムは、上記請求項
１に記載のケーブルの配置構造を有するものである。つまり、各ケーブルに流れている同
一の信号に対して、同じ周波数のノイズが同時に重畳する確率を低下させることができる
。よって、複数のケーブルのいずれかに流れている信号にノイズが重畳したとしても、こ
のノイズと同じ周波数のノイズが他のケーブルに流れている信号に重畳することを抑制す
ることができる。換言すると、二つの電子装置間において、ノイズが重畳していない少な
くとも一つの信号を通信しやすくなる。
【００１６】
　そして、電子装置は、各ケーブルを介して受信した複数の信号におけるノイズ量に基づ
いて、受信信号として採用する一つの信号を選択することで、ノイズが重畳していない信
号を採用しやすくなる。従って、請求項３に係る移動体電子システムにおいては、複雑な
電磁環境であっても、二つの電子装置間の通信におけるノイズの影響を軽減することがで
きる。
【００１７】
　また、この選択手段としては、請求項４に示すように、ノイズ量と閾値とを比較して、
閾値より小さいと判定した信号を選択することによって、閾値よりも小さい信号を受信信
号として採用することができる。
【００１８】
　また、このようにノイズ量と閾値とを比較して受信信号を採用する場合、請求項５に示
すように、最初に受信した信号のノイズ量を算出し、選択手段にて最初に受信した信号の
ノイズ量が閾値を超えていると判定された場合に、次に受信した信号のノイズ量を算出す
るようにしてもよい。このようにすることによって、先に受信した信号のノイズ量が閾値
よりも小さい場合、受信した全ての信号に対してノイズ量を算出する必要がなく、処理を
簡素化できるので好ましい。
【００１９】
　しかしながら、各ケーブルを介して受信した複数の信号のノイズ量が全て閾値を超えて
いることもありうる。このように全て閾値を超えていた場合は、請求項６に示すように、
受信した複数の信号のノイズ量を比較して、ノイズ量が最も小さい信号を選択することに
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よって、少なくとも一つの信号（ノイズ量が閾値を超えている複数の信号の中で最もノイ
ズ量が小さい信号）を受信信号として採用することができる。
【００２０】
　また、選択手段としては、請求項７に示すように、各ケーブルを介して受信した複数の
信号のノイズ量を比較して、ノイズ量が最も小さい信号を選択することによって、閾値な
どを用いることなく受信信号としての信号を選択することができる。
【００２１】
　なお、請求項８に係る発明の作用、効果に関しては、上述の請求項２に係る発明と同様
であるため説明は省略する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態における車両電子システムのケーブル配置構造の一例を示す
ブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態における車両電子システムのケーブル配置構造のその他の例
を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態における車両電子システムの処理動作を示すフローチャート
である。
【図４】変形例１における車両電子システムのケーブル配置構造の一例を示すブロック図
である。
【図５】変形例２における車両電子システムのケーブル配置構造の一例を示すブロック図
である。
【図６】変形例３における車両電子システムの処理動作を示すフローチャートである。
【図７】変形例４における車両電子システムの処理動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
【００２４】
　本実施の形態においては、一例として、本発明の移動体電子システム及びケーブルの配
置構造を車両（４輪自動車）に適用した例を採用する。
【００２５】
　図１に示すように、本実施の形態における車両電子システム（移動体電子システム）１
００は、ＥＣＵ（electronic control unit；電子制御装置）１０と、センサ（電子装置
）２０と、ＥＣＵ（電子装置）１０とセンサ２０とを電気的に接続する本線（ケーブル）
３０及び補助線（ケーブル）４０とを備える。
【００２６】
　ＥＣＵ１０は、本発明の電子装置に相当するものである。このＥＣＵ１０は、例えば、
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、バックアップＲＡＭ等（いずれも図示せず）よりなるマイクロ
コンピュータを主体として構成され、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラムを実行す
ることで各種の処理を実行するものである。また、ＥＣＵ１０は、本線３０及び補助線４
０を介してセンサ２０と通信を行う。つまり、ＥＣＵ１０は、本線３０及び補助線４０を
介して、センサ２０による検出結果であるセンサ信号（信号）を受信（取得）する。つま
り、ＥＣＵ１０は、本線３０及び補助線４０毎（ケーブル毎）に、センサ信号を受信（取
得）する。なお、ここでは詳しい説明は省略するが、ＥＣＵ１０は、このセンサ信号に応
じて所定の処理を実行するものである。
【００２７】
　センサ２０は、本発明の電子装置に相当するものである。このセンサ２０は、検出動作
を実行して、その検出結果であるセンサ信号を本線３０及び補助線４０を介してＥＣＵ１
０に送信する。なお、センサ２０は、ＥＣＵ１０に対してセンサ信号を送信する際には、
本線３０及び補助線４０に同一のセンサ信号を送信（出力）する。よって、外来ノイズ（
高周波ノイズ）が影響しない場合、本線３０及び補助線４０には、ＥＣＵ１０とセンサ２
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０との間で通信される同一のセンサ信号が流れることになる。しかしながら、外来ノイズ
（高周波ノイズ）が影響してセンサ信号に外来ノイズが重畳した場合は、センサ２０が本
線３０及び補助線４０に同一のセンサ信号を送信（出力）したとしても、本線３０及び補
助線４０には異なる信号が流れることがある。
【００２８】
　本線３０及び補助線４０は、本発明のケーブルに相当するものである。この本線３０及
び補助線４０としては、例えば、ワイヤーハーネス（換言するとケーブルハーネス）を採
用することができる。つまり、電源線、グランド線、信号線などの複数の電線を束にして
、絶縁体で被覆したケーブルを採用することができる。以下、本線３０及び補助線４０を
単にワイヤーハーネスとも称する。
【００２９】
　上述のように、本線３０及び補助線４０には、センサ２０からＥＣＵ１０に対する同一
のセンサ信号が送信（出力）される。従って、ＥＣＵ１０とセンサ２０とを電気的に接続
するワイヤーハーネスである本線３０とは別に、本線３０と同一のセンサ信号がセンサ２
０から送信されるものであり、ＥＣＵ１０とセンサ２０とを電気的に接続するワイヤーハ
ーネスである補助線４０が設けられる。
【００３０】
　この本線３０及び補助線４０は、車両におけるグランド電位部（例えば、車両のボデー
）との距離が互いに異なる位置に配置される。好ましくは、本線３０及び補助線４０は、
自身の全体（全長）において、車両におけるグランド電位部（例えば、車両のボデー）と
の距離が互いに異なる位置に配置されるとよい。
【００３１】
　例えば、図１に示すように、本線３０と補助線４０とは、グランド電位部５１との距離
が異なる位置に配置されている。すなわち、本線３０と補助線４０とは、本線３０とグラ
ンド電位部５１との距離よりも、補助線４０とグランド電位部５１との距離の方が近くな
るように配置されている。換言すると、補助線４０は、本線３０よりもグランド電位部５
１との距離が近い位置に配置されている。つまり、本線３０は、補助線４０よりもグラン
ド電位部５１との距離が遠い位置に配置されている。
【００３２】
　また、図２に示すように、本線３０と補助線４０とは、グランド電位部５３との距離が
同じ位置であり、且つ、本線３０とグランド電位部５２との距離よりも、補助線４０とグ
ランド電位部５２との距離の方が近くなるように配置されている。すなわち、本線３０と
補助線４０とは、グランド電位部５３との距離は同じであるが、グランド電位部５２との
距離が異なる位置に配置されている。
【００３３】
　ところで、車両におけるエンジンコンパートメント内や車室内の電磁環境は、搭載機器
や外来ノイズの影響により、極めて複雑な電磁環境となっている。また、車両は、自身が
移動することによって電磁環境が変化するため、電磁環境が複雑になりやすい。つまり、
車両に搭載されたＥＣＵ１０とセンサ２０の搭載環境に関しても、電磁環境が複雑になり
やすい。よって、車両に搭載されたＥＣＵ１０とセンサ２０間で通信される信号には、周
波数が特定しにくい（すなわち、既知でない周波数の）ノイズが重畳しやすくなる。
【００３４】
　そこで、上述のように、本線３０と補助線４０をグランド電位部との距離が互いに異な
る位置に配置することで、各ワイヤーハーネスとグランド電位部との寄生容量が異なる事
などにより、各ワイヤーハーネスのインピーダンスを異ならせることができる。よって、
本線３０と補助線４０は、お互いのインピーダンスが異なる位置に配置すると言い換える
こともできる。よって、各ワイヤーハーネス（本線３０と補助線４０）に対するノイズの
重畳の仕方は確実に異なる。従って、本線３０と補助線４０に流れているセンサ信号に対
して、同じ周波数のノイズが同時に重畳する確率を低下させることができる。
【００３５】
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　つまり、複数のワイヤーハーネスのいずれか（例えば、本線３０）に流れているセンサ
信号にノイズが重畳したとしても、このノイズと同じ周波数のノイズが他のワイヤーハー
ネス（例えば、補助線４０）に流れているセンサ信号に重畳することを抑制することがで
きる。換言すると、ＥＣＵ１０とセンサ２０間において、ノイズが重畳していない少なく
とも一つの信号を通信しやすくなる。従って、本発明のケーブルの配置構造においては、
複雑な電磁環境であっても、ＥＣＵ１０とセンサ２０間の通信におけるノイズの影響を軽
減することができる。
【００３６】
　つまり、本実施の形態においては、従来技術のように特的の周波数帯域のノイズに特化
したバイパスコンデンサなどを用いるものではない。よって、ノイズの周波数を限定する
ことなく、数ＭＨｚから数ＧＨｚまでのノイズに対応可能となる。すなわち、数ＭＨｚか
ら数ＧＨｚの範囲における同じ周波数のノイズが、本線３０に流れるセンサ信号と補助線
４０に流れるセンサ信号に同時に重畳する確率を低下させることができる。従って、ノイ
ズ周波数が特定出来ないような複雑な電磁環境下において、特に有効なノイズ対策となる
。
【００３７】
　なお、本実施の形態においては、ＥＣＵ１０とセンサ２０とを本線３０及び補助線４０
の２本のワイヤーハーネスで電気的に接続する例を採用しているが、本発明はこれに限定
されるものではない。ＥＣＵ１０とセンサ２０とは、複数のワイヤーハーネスで接続され
ていればよい。すなわち、ＥＣＵ１０とセンサ２０とは、二本以上のワイヤーハーネスで
電気的に接続されていればよく、三本以上のワイヤーハーネスで電気的に接続されていて
もよい。
【００３８】
　しかしながら、このＥＣＵ１０とセンサ２０とを電気的に接続する複数本のワイヤーハ
ーネスには、センサ２０から同一の信号が送信（出力）される。そして、同一の信号が送
信された複数本のワイヤーハーネスは、車両のグランド電位部との距離が互いに異なる位
置に配置される必要がある。
【００３９】
　つまり、本発明のケーブルの配線構造は、ＥＣＵ１０とセンサ２０とを電気的に接続す
るワイヤーハーネスとして、少なくとも一方の電子装置（センサ２０）から他方の電子装
置（ＥＣＵ１０）に対する同一の信号が送信される複数本のワイヤーハーネスを含むもの
である。すなわち、ＥＣＵ１０とセンサ２０とを電気的に接続するワイヤーハーネスであ
る本線３０とは別に、ＥＣＵ１０とセンサ２０とを電気的に接続するワイヤーハーネスで
ある単数或いは複数の補助線４０を備え、この本線３０と補助線４０には、少なくとも一
方の電子装置（センサ２０）から他方の電子装置（ＥＣＵ１０）に対する同一の信号が送
信されるものである。そして、同一の信号が送信される複数のワイヤーハーネスは、車両
におけるグランド電位部との距離が互いに異なる位置に配置されるものであれば、本発明
の目的を達成できる。
【００４０】
　換言すると、本発明は、移動体に搭載され、二つの電子装置を電気的に接続するワイヤ
ーハーネス（ケーブル）の配置構造であって、ワイヤーハーネスは、二つの電子装置間に
おいて複数本設けられ、複数のワイヤーハーネスには、少なくとも一方の電子装置から同
一の信号が送信されるものであり、同一の信号が送信される複数のワイヤーハーネスは、
移動体におけるグランド電位部との距離が互いに異なる位置に配置されるものであれば、
本発明の目的を達成できる。
【００４１】
　ここで、図３に基づいて、車両電子システムの処理動作に関して説明する。
【００４２】
　本実施の形態における車両電子システムは、上述のようなワイヤーハーネス（本線３０
と補助線４０）の配置構造を有するものである。また、ＥＣＵ１０は、本線３０と補助線
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４０を介して受信した複数のセンサ信号におけるノイズ量を算出する（ノイズ量算出手段
）。さらに、ＥＣＵ１０は、算出したノイズ量に基づいて、本線３０と補助線４０を介し
て受信した複数のセンサ信号から、受信信号として採用する一つの信号を選択する（選択
手段）。
【００４３】
　具体的には、図３のフローチャートに示すような処理動作を実行する。
【００４４】
　まず、ステップＳ１０では、ＥＣＵ１０は、センサ２０からセンサ信号を受信する（信
号受信）。次に、ステップＳ１１では、ＥＣＵ１０は、本線３０を介して受信したセンサ
信号（すなわち、本線信号）のノイズ量（Ａ）を算出する（ノイズ量算出手段）。
【００４５】
　ノイズ量の指標としては様々な方法がある。ここでは一例として、ＳＮ比（信号対雑音
比）をノイズ量の指標とする。つまり、ＳＮ比をノイズ評価量として算出する。具体的に
は、数式Ｓ／Ｎ＝Ｐｓ／Ｐｎ＝（Ｖｓ／Ｖｎ）２、（Ｐｓ＝信号電力，Ｐｎ＝雑音電力，
Ｖｓ＝信号電圧（電流）の実効値，Ｖｎ＝雑音電圧（電流）の実効値）で算出することが
できる。
【００４６】
　次に、ステップＳ１２では、ＥＣＵ１０は、本線信号のノイズ量（Ａ）とノイズ量の閾
値（Ｃ）とを比較して、Ａ＜Ｃであると判定した場合はステップＳ１３へ進み、Ａ＜Ｃで
ない（Ａ≧Ｃ）と判定した場合はステップＳ１４へ進む（選択手段）。本線信号のノイズ
量（Ａ）が閾値（Ｃ）よりも小さいと判定した場合、この本線信号に関しては、ノイズが
重畳していない、又はノイズによる顕著な影響がないとみなすことができる。よって、ス
テップＳ１３では、ＥＣＵ１０は、ノイズ量（Ａ）が閾値（Ｃ）よりも小さい本線信号を
受信信号として採用する（本線信号利用、選択手段）。つまり、ＥＣＵ１０は、センサ２
０の検出結果（センサ２０が出力した信号、すなわちノイズの影響を受けていないセンサ
信号）として、本線３０を介して受信したセンサ信号（本線信号）を採用する。
【００４７】
　一方、ステップＳ１４では、ＥＣＵ１０は、補助線４０を介して受信したセンサ信号（
すなわち、補助線信号）のノイズ量（Ｂ）を算出する（ノイズ量算出手段）。次に、ステ
ップＳ１５では、ＥＣＵ１０は、補助線信号のノイズ量（Ｂ）とノイズ量の閾値（Ｃ）と
を比較して、Ｂ＜Ｃであると判定した場合はステップＳ１６へ進み、Ｂ＜Ｃでない（Ｂ≧
Ｃ）と判定した場合はステップＳ１０に戻る（選択手段）。補助線信号のノイズ量（Ｂ）
が閾値（Ｃ）よりも小さいと判定した場合、この補助線信号に関しては、ノイズが重畳し
ていない、又はノイズによる顕著な影響がないとみなすことができる。よって、ステップ
Ｓ１６では、ＥＣＵ１０は、ノイズ量（Ｂ）が閾値（Ｃ）よりも小さい補助線信号を受信
信号として採用する（補助線信号利用、選択手段）。つまり、ＥＣＵ１０は、センサ２０
の検出結果（センサ２０が出力した信号、すなわちノイズの影響を受けていないセンサ信
号）として、補助線４０を介して受信したセンサ信号（補助線信号）を採用する。
【００４８】
　このようにすることによって、ＥＣＵ１０は、ノイズが重畳していない信号を採用しや
すくなる。よって、本発明の車両電子システムにおいては、複雑な電磁環境であっても、
ＥＣＵ１０とセンサ２０間の通信におけるノイズの影響を軽減することができる。
【００４９】
　つまり、本実施の形態においては、従来技術のように特的の周波数帯域のノイズに特化
したバイパスコンデンサなどを用いるものではない。よって、ノイズの周波数を限定する
ことなく、数ＭＨｚから数ＧＨｚまでのノイズに対応可能となる。すなわち、数ＭＨｚか
ら数ＧＨｚの範囲における同じ周波数のノイズが、本線３０に流れるセンサ信号と補助線
４０に流れるセンサ信号に同時に重畳する確率を低下させることができる。従って、ノイ
ズ周波数が特定出来ていないような複雑な電磁環境下において、特に有効なノイズ対策と
なる。
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【００５０】
　また、このように、ノイズ量と閾値とを比較して、ノイズ量が閾値より小さいと判定し
たセンサ信号を選択することによって、閾値よりも小さいセンサ信号を受信信号として採
用することができる。
【００５１】
　また、このように、一方のセンサ信号のノイズ量を算出し、このセンサ信号のノイズ量
が閾値を超えていると判定した場合に、他方のセンサ信号のノイズ量を算出し、このセン
サ信号のノイズ量が閾値を超えているか判定することによって、最初に算出したセンサ信
号のノイズ量が閾値よりも小さい場合、受信した全てのセンサ信号に対してノイズ量を算
出する必要がなく、処理を簡素化できるので好ましい。
【００５２】
　なお、ここでは、最初に本線３０を介して受信したセンサ信号（本線信号）のノイズ量
（Ａ）と閾値（Ｃ）とを比較し、次に補助線４０を介して受信したセンサ信号（補助線信
号）のノイズ量（Ｂ）と閾値（Ｃ）とを比較する例を採用したが本発明はこれに限定され
るものではない。例えば、最初に受信したセンサ信号のノイズ量と閾値（Ｃ）とを比較し
、その後、次に受信したセンサ信号のノイズ量と閾値（Ｃ）とを比較するようにしてもよ
い。よって、最初に補助線４０を介して受信したセンサ信号（例えば補助線信号）のノイ
ズ量（Ｂ）と閾値（Ｃ）とを比較し、次に本線３０を介して受信したセンサ信号（例えば
本線信号）のノイズ量（Ａ）と閾値（Ｃ）とを比較するようにしてもよい。この場合、最
初に受信したセンサ信号のノイズ量が閾値よりも小さいと判定した場合、次に受信したセ
ンサ信号に対してノイズ量を算出する必要がなく、処理を簡素化できるので好ましい。
【００５３】
　また、受信した全てのセンサ信号（本線信号及び補助線信号）に関してノイズ量（Ａと
Ｂ）を算出して、各ノイズ量（Ａ、Ｂ）と閾値（Ｃ）とを比較して、閾値（Ｃ）よりも小
さいノイズ量のセンサ信号を受信信号として採用するようにしてもよい。なお、このよう
にすると、全てのセンサ信号（本線信号及び補助線信号）のノイズ量（ＡとＢ）が閾値（
Ｃ）よりも小さいこともありうる。この場合、全てのセンサ信号に関して、ノイズが重畳
していない、又はノイズによる顕著な影響がないとみなすことができる。よって、いずれ
か一つのセンサ信号を受信信号として採用することができる。
【００５４】
　なお、本線信号のノイズ量（Ａ）及び補助線信号のノイズ量（Ｂ）がともに閾値（Ｃ）
を超えていると（閾値（Ｃ）に達していると）判定した場合（ステップＳ１５でＮＯ判定
の場合）、この本線信号及び補助線信号には、ノイズが重畳しており、ノイズによる顕著
な影響があるとみなすことができる。つまり、本線３０のセンサ信号と補助線４０のセン
サ信号に同時に異なる周波数のノイズが重畳することもありうる。この場合、このセンサ
信号（本線信号及び補助線信号）を一時的に使用しないようにする（すなわち、新たなセ
ンサ信号を受信するまで待機状態とする）。又は、ノイズ除去などの処理を行うようにし
てもよい。
【００５５】
　また、センサ２０から同一のセンサ信号が送信される三本以上のワイヤーハーネスでＥ
ＣＵ１０とセンサ２０とが電気的に接続される場合、ＥＣＵ１０は、受信したセンサ信号
を受信した順番にノイズ量の算出、閾値との比較（ノイズ量が閾値よりも小さいセンサ信
号は採用）を繰り返し行うようにしてもよい。また、ＥＣＵ１０は、本線信号のノイズ量
の算出、閾値との比較（ノイズ量が閾値よりも小さいセンサ信号は採用）を行い、その後
、複数の補助線信号のノイズ量の算出、閾値との比較（ノイズ量が閾値よりも小さいセン
サ信号は採用）を繰り返し行うようにしてもよい。また、ＥＣＵ１０は、受信した全ての
センサ信号（三つ以上）に関してノイズ量を算出して、各ノイズ量と閾値（Ｃ）とを比較
して、閾値（Ｃ）よりも小さいノイズ量のセンサ信号を受信信号として採用するようにし
てもよい。
【００５６】
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　（その他の実施の形態）
　なお、ワイヤーハーネスを流れるセンサ信号に重畳するノイズの周波数は、ワイヤーハ
ーネスの周波数特性に大きく影響される。また、このワイヤーハーネスの周波数特性は、
ワイヤーハーネスの長さによって変化するものである。
【００５７】
　例えば、１．５［ＧＨｚ］のノイズ（高周波ノイズ）では、１波長が２０［ｃｍ］であ
る。よって、２０［ｃｍ］の逓倍の長さを持つワイヤーハーネスは、１．５［ＧＨｚ］の
高周波ノイズの影響を受けやすくなるが、２０［ｃｍ］の逓倍に満たない長さのワイヤー
ハーネスは影響を受けにくい。
【００５８】
　なお、ノイズの周波数と波長の関係は、波長λ［ｍ］＝（３×１０８）／周波数ｆ［Ｈ
ｚ］から明らかである。以下にノイズの周波数と波長の一例を示す。周波数１．０［ＧＨ
ｚ］のノイズでは１波長３０［ｃｍ］である。周波数１．０９［ＧＨｚ］のノイズでは１
波長２７．５［ｃｍ］である。周波数２．０［ＧＨｚ］のノイズでは１波長１５［ｃｍ］
である。周波数３．０［ＧＨｚ］のノイズでは１波長１０［ｃｍ］である。周波数６．０
［ＧＨｚ］のノイズでは１波長５［ｃｍ］である。
【００５９】
　そこで、同一の信号が送信され、グランド電位部との距離が互いに異なる位置に配置さ
れた本線３０と補助線４０は、互いに異なる長さを有するようにしてもよい。つまり、上
述の実施の形態におけるケーブルの配置構造及び車両電子システムにおいて、本線３０の
長さと補助線４０の長さを互いに異ならせるようにしてもよい。
【００６０】
　例えば、本線３０の長さが４０［ｃｍ］の場合、１．５［ＧＨｚ］のノイズが重畳しや
すい。この場合、補助線４０の長さを４５［ｃｍ］とする。つまり、ＥＣＵ１０とセンサ
２０の間に、本線３０と同じセンサ信号がセンサ２０から送信されるワイヤーハーネスと
して、本線３０よりも１５［ｃｍ］長い４５［ｃｍ］の補助線４０を追加する。つまり、
本線３０と補助線４０は、センサ２０から同一のセンサ信号が送信されるものであり、グ
ランド電位部との距離が互いに異なる位置に配置され、且つ、長さが互いに異なるもので
ある。
【００６１】
　この例の場合、本線３０は、１．５［ＧＨｚ］のノイズは重畳しやすいが、１．１［Ｇ
Ｈｚ］のノイズは重畳しにくい特性を持つことになる。一方、補助線４０は、１．５［Ｇ
Ｈｚ］のノイズは重畳しにくいが、１．１［ＧＨｚ］のノイズは重畳しやすい特性を持つ
ことになる。このように、本線３０と補助線４０とは、それぞれ重畳しやすいノイズの周
波数が異なることになる。
【００６２】
　このように、本線３０の長さと補助線４０の長さを異ならせることで、本線３０の周波
数特性と補助線４０の周波数特性とを異ならせることができる。つまり、本線３０と補助
線４０とで重畳しやすいノイズ（周波数）を異ならせることができる。従って、ＥＣＵ１
０とセンサ２０間においてノイズの影響をより一層軽減することができる。
【００６３】
　なお、補助線４０の長さの決定方法は、対策したいノイズ周波数の上限により決定する
と好ましい。例えば、対策したいノイズの周波数が２［ＧＨｚ］だった場合、そのノイズ
の１波長分の長さを本線３０に追加延長したものを補助線４０の長さとする。これにより
本線３０と補助線４０の周波数特性は、２［ＧＨｚ］の帯域まで差異が発生し、本線３０
に流れるセンサ信号に重畳するノイズ成分と補助線４０に流れるセンサ信号に重畳するノ
イズ成分も異なることになる。このように、補助線４０の長さを調整することで、数ＭＨ
ｚから数ＧＨｚの範囲でノイズの重畳の仕方を変化させる。よって、数ＭＨｚから数ＧＨ
ｚのノイズについて対策が可能となる。つまり、数ＭＨｚから数ＧＨｚの範囲における同
じ周波数のノイズが、本線３０に流れるセンサ信号と補助線４０に流れるセンサ信号に同
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時に重畳する確率を低下させることができる。
【００６４】
　なお、この本線３０と補助線４０の長さを異ならせる技術は、上述の実施の形態と組み
合わせて実施することも可能であるが、単独で実施することも可能である。
【００６５】
　つまり、移動体（例えば車両）に搭載され、二つの電子装置（例えば、ＥＣＵ１０とセ
ンサ２０）を電気的に接続するケーブルの配置構造であって、ケーブルとして、少なくと
も一方の電子装置（例えば、センサ２０）から他方の電子装置（例えばＥＣＵ１０）に対
する同一の信号が送信される複数本のケーブル（例えば、本線３０と補助線４０）を含み
、同一の信号が送信される複数のケーブルは、互いに長さが異なり、且つ、移動体におけ
るグランド電位部との距離が同一の位置に配置されるようにしてもよい。
【００６６】
　上述のように車両は、自身が移動することによって電磁環境が変化するため、電磁環境
が複雑になりやすい。つまり、車両に搭載されたＥＣＵ１０とセンサ２０の搭載環境に関
しても、電磁環境が複雑になりやすい。よって、車両に搭載されたＥＣＵ１０とセンサ２
０で通信される信号には、周波数が特定しにくい（すなわち、既知でない周波数の）ノイ
ズが重畳しやすくなる。
【００６７】
　そこで、このように、同一の信号が送信される本線３０と補助線４０は、互いに長さが
異なり、且つ、移動体におけるグランド電位部との距離が同一の位置に配置することで、
互いに重畳しやすいノイズ（周波数）を異ならせることができる。よって、本線３０と補
助線４０に流れている信号に対して、同じ周波数のノイズが同時に重畳する確率を低下さ
せることができる。
【００６８】
　つまり、複数のケーブルのいずれか（例えば本線３０）に流れている信号にノイズが重
畳したとしても、このノイズと同じ周波数のノイズが他のケーブル（例えば補助線４０）
に流れている信号に重畳することを抑制することができる。換言すると、ＥＣＵ１０とセ
ンサ２０間において、ノイズが重畳していない少なくとも一つの信号を通信しやすくなる
。従って、ＥＣＵ１０とセンサ２０間においてノイズの影響を軽減することができる。ま
た、従来技術のように特的の周波数帯域のノイズに特化したバイパスコンデンサなどを用
いるものではない。よって、ノイズの周波数を限定することなく、数ＭＨｚから数ＧＨｚ
までのノイズに対応可能となる。
【００６９】
　（変形例１）
　ここで、変形例１として、図４に示すように、電子装置としてエンジンＥＣＵ１０と吸
気圧センサ２０を採用した例を説明する。換言すると、上述の実施の形態におけるケーブ
ルの配置構造及び車両電子システムの具体例を変形例１として説明する。従って、車両電
子システムにおける処理動作に関しては、上述の実施の形態と同様であるため説明を省略
する。また、上述の実施の形態で説明した内容は、変形例１におけるケーブルの配置構造
及び車両電子システムに対しても適宜適用することができる。
【００７０】
　上述のように、車両を取り巻く電磁環境は複雑であり、特にエンジンコンパートメント
内の電磁環境は特に複雑である。例えば、エンジンコンパートメント内に搭載されたエン
ジン２００、点火プラグ、モータなどに加えて、携帯電話などの外来電波の影響が考えら
れ、ノイズの実態を把握することが困難である。
【００７１】
　そこで、本発明のケーブルの配置構造及び車両電子システムをエンジンコンパートメン
ト内に適用すると好適である。一例として、図４に示すように、エンジンＥＣＵ１０と吸
気圧センサ２０とを電気的に接続するワイヤーハーネスに適用することができる。
【００７２】
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　図４に示すように、吸気圧センサ２０は、エンジン２００に搭載される。一方、エンジ
ンＥＣＵ１０は、エンジン２００とは別の位置に搭載される。そして、エンジンＥＣＵ１
０と吸気圧センサ２０は、本線３０及び補助線４０とで電気的に接続されている。そして
、本線３０及び補助線４０には、吸気圧センサ２０から同一のセンサ信号が送信（出力）
される。さらに、この本線３０と補助線４０とは、グランド電位部５４との距離が異なる
位置に配置されている。すなわち、本線３０と補助線４０とは、本線３０とグランド電位
部５４との距離よりも、補助線４０とグランド電位部５１との距離の方が遠くなるように
配置されている。換言すると、補助線４０は、本線３０よりもグランド電位部５１との距
離が遠い位置に配置されている。つまり、本線３０は、補助線４０よりもグランド電位部
５１との距離が近い位置に配置されている。これによって、上述の実施の形態と同様の効
果を奏することができる。
【００７３】
　（変形例２）
　ここで、変形例２として、図５に示すように、電子装置としてＡＢＳ（Anti-lock Brak
ing System）ＥＣＵ（電子装置）１０と車輪速センサ（電子装置）２０を採用した例を説
明する。換言すると、上述の実施の形態におけるケーブルの配置構造及び車両電子システ
ムの具体例を変形例２として説明する。従って、車両電子システムにおける処理動作に関
しては、上述の実施の形態と同様であるため説明を省略する。また、上述の実施の形態で
説明した内容は、変形例２におけるケーブルの配置構造及び車両電子システムに対しても
適宜適用することができる。
【００７４】
　変形例２においては、図５に示すように、車輪速センサ２０は、車両の各タイヤ（車輪
）内に搭載される。一方、ＡＢＳＥＣＵ１０は、車室内に搭載される。そして、ＡＢＳＥ
ＣＵ１０と車輪速センサ２０は、本線３０及び補助線４０とで電気的に接続されている。
そして、本線３０及び補助線４０には、各車輪速センサ２０から同一のセンサ信号が送信
（出力）される。例えば、左側の前輪に設けられた車輪速センサ２０とＡＢＳＥＣＵ１０
とを電気的に接続本線３０及び補助線４０には、この車輪速センサ２０から同一のセンサ
信号が送信（出力）される。さらに、この本線３０と補助線４０とは、グランド電位部５
５との距離が異なる位置に配置されている。これによって、上述の実施の形態と同様の効
果を奏することができる。
【００７５】
　（変形例３）
　上述の実施の形態においては、複数のセンサ信号のノイズ量が全て閾値を超えていた場
合、このセンサ信号（本線信号及び補助線信号）を一時的に使用しないようにするか、ノ
イズ除去などの処理を行う例を採用したが本発明はこれに限定されるものではない。
【００７６】
　本発明の車両電子システムは、図６に示すフローチャートに示す処理動作を実行するよ
うにしてもよい（変形例３）。
【００７７】
　なお、この図６に示すフローチャートにおけるステップＳ２０～Ｓ２６に関しては、図
３に示すフローチャートおけるステップＳ１０～Ｓ１６と同様であるため詳しい説明は省
略する。
【００７８】
　つまり、ステップＳ２５の判定処理において、補助線信号のノイズ量（Ｂ）が閾値（Ｃ
）に達していると判定（Ｂ＜Ｃでない）した場合、ステップＳ２７へ進む。
【００７９】
　ステップＳ２７では、ＥＣＵ１０は、本線信号のノイズ量（Ａ）と補助線信号のノイズ
量（Ｂ）とを比較して、Ａ＜Ｂでない（Ａ≧Ｂ）と判定した場合はステップＳ２６へ進み
、Ａ＜Ｂであると判定した場合はステップＳ２８へ進む。
【００８０】
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　ステップＳ２６では、ＥＣＵ１０は、センサ２０の検出結果（センサ２０が出力したセ
ンサ信号、すなわちノイズの影響を受けていないセンサ信号）として、補助線４０を介し
て受信したセンサ信号（補助線信号）を採用する。一方、ステップＳ２８では、ＥＣＵ１
０は、センサ２０の検出結果（センサ２０が出力したセンサ信号、すなわちノイズの影響
を受けていないセンサ信号）として、本線３０を介して受信したセンサ信号（本線信号）
を採用する。
【００８１】
　このように各ケーブル（本線３０及び補助線４０）を介して受信した複数のセンサ信号
のノイズ量が全て閾値を超えていた場合は、受信した複数のセンサ信号のノイズ量を比較
して、ノイズ量が最も小さいセンサ信号を選択するようにしてもよい。
【００８２】
　このようにすることによって、各ケーブル（本線３０及び補助線４０）を介して受信し
た複数のセンサ信号のノイズ量が全て閾値を超えていた場合であっても、少なくとも一つ
のセンサ信号（ノイズ量が閾値を超えている複数の信号の中で最もノイズ量が小さい信号
）を受信信号として採用することができる。
【００８３】
　（変形例３）
　上述の実施の形態においては、複数のセンサ信号のノイズ量と閾値とを比較して、採用
するセンサ信号を選択する例を採用したが本発明はこれに限定されるものではない。
【００８４】
　本発明の車両電子システムは、図７に示すフローチャートに示す処理動作を実行するよ
うにしてもよい（変形例４）。
【００８５】
　まず、ステップＳ３０では、ＥＣＵ１０は、センサ２０からセンサ信号を受信する（信
号受信）。次に、ステップＳ３１では、ＥＣＵ１０は、本線３０を介して受信したセンサ
信号（すなわち、本線信号）のノイズ量（Ａ）、及び補助線４０を介して受信したセンサ
信号（すなわち、補助線信号）のノイズ量（Ｂ）を算出する（ノイズ量算出手段）。
【００８６】
　次に、ステップＳ３２では、ＥＣＵ１０は、本線信号のノイズ量（Ａ）と補助線信号の
ノイズ量（Ｂ）とを比較して、Ａ＝Ｂであると判定した場合はステップＳ３３へ進み、Ａ
＝Ｂでないと判定した場合はステップＳ３４へ進む。
【００８７】
　ステップＳ３３では、ＥＣＵ１０は、センサ２０の検出結果（センサ２０が出力したセ
ンサ信号、すなわちノイズの影響を受けていないセンサ信号）として、本線３０を介して
受信したセンサ信号（本線信号）を採用する。
【００８８】
　一方、ステップＳ３４では、ＥＣＵ１０は、本線信号のノイズ量（Ａ）と補助線信号の
ノイズ量（Ｂ）とを比較して、Ａ＜Ｂであると判定した場合はステップＳ３５へ進み、Ａ
＜Ｂでない（Ａ≧Ｂ）と判定した場合はステップＳ３６へ進む。
【００８９】
　ステップＳ３５では、ステップＳ３３と同様に、ＥＣＵ１０は、センサ２０の検出結果
（センサ２０が出力したセンサ信号、すなわちノイズの影響を受けていないセンサ信号）
として、本線３０を介して受信したセンサ信号（本線信号）を採用する。
【００９０】
　ステップＳ３６では、ＥＣＵ１０は、センサ２０の検出結果（センサ２０が出力したセ
ンサ信号、すなわちノイズの影響を受けていないセンサ信号）として、補助線４０を介し
て受信したセンサ信号（補助線信号）を採用する。
【００９１】
　このように、各ケーブル（本線３０及び補助線４０）を介して受信した複数の信号のノ
イズ量を比較して、ノイズ量が最も小さい信号を選択するようにしてもよい。このように



(14) JP 2012-188020 A 2012.10.4

10

20

30

することによって、閾値などを用いることなく受信信号としての信号を選択することがで
きる。
【００９２】
　なお、上述の実施の形態や変形例においては、本発明の移動体電子システム及びケーブ
ルの配置構造を車両（４輪自動車）に搭載した例を採用したが本発明はこれに限定される
ものではない。例えば、２輪自動車（モーターサイクル）、船、飛行機、鉄道などの移動
体に適用しても目的を達成できる。
【００９３】
　また、上述のように、電子装置の一例としてＥＣＵ（エンジンＥＣＵ、ＡＢＳＥＣＵ）
、センサ（吸気圧センサ、車輪速センサ）を採用して説明したが本発明はこれに限定され
るものではない。例えば、ホイール回転数センサ、加速度センサ、ヨーレートセンサ、操
舵角センサ、温度センサ、エアフローメーター、Ｏ２センサ、Ａ／Ｆセンサ、エンジン制
御用温度センサ（水温センサ・吸気温センサ）、油温センサ、タイヤ空気圧センサ、オー
トエアコン用センサ（外気センサ・日射センサ・内気センサ・吸込温度センサ・冷媒圧力
センサ・水温センサ）、オートライトセンサ、液レベルセンサ、レインセンサ、排出ガス
検知センサ（ＣＯ，ＨＣ，ＣＯ２用ガスセンサ）、スロットルポジションセンサ、クラン
クポジションセンサ、カムポジションセンサ、ノックセンサ、アクセルポジションセンサ
、ステアリングセンサ、ヨーレートセンサ、ハイトコントロールセンサ、車輪速センサ、
電動パワーステアリング用トルクセンサ、超音波センサ、タッチセンサ、ナビ用角速度セ
ンサなどの各種センサも採用することができる。さらに、ＡＢＳアクチュエータ、エアバ
ッグ、電子スロットなどの各種アクチュエータなども採用することができる。なお、電子
装置としてアクチュエータを採用する場合、ノイズ量の算出機能（ノイズ量算出手段）及
び信号の選択機能（選択手段）は、アクチュエータに搭載されるものである。
【００９４】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に何
ら制限されることはなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変形が可能で
ある。
【符号の説明】
【００９５】
　１０　ＥＣＵ（電子装置）、２０　センサ（電子装置）、３０　本線（ケーブル）、４
０　補助線（ケーブル）、５１～５４　グランド電位部、１００　車両電子システム（移
動体電子システム）、２００　エンジン
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